
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
要
件
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
要
件
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）

１
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○

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
要
件
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

道
路
運
送
法
第
三
条
各
号
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者

道
路
運
送
法
第
三
条
各
号
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者

に
関
す
る
同
法
第
二
十
五
条
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
関
す
る
同
法
第
二
十
五
条
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

二
十
一
歳
以
上
（
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号

一

二
十
一
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

）
第
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
教
習
を
修
了
し
た
者
（
同
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
十
九
歳
以
上
）
で
あ
る
こ
と

。
二

普
通
自
動
車
、
四
輪
の
小
型
自
動
車
、
三
輪
の
自
動
車
又
は
け
ん
引
自
動
車
で

二

普
通
自
動
車
、
四
輪
の
小
型
自
動
車
、
三
輪
の
自
動
車
又
は
け
ん
引
自
動
車
で

あ
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
運
転
の
経
験
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

あ
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
運
転
の
経
験
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
に
規
定
す
る
仮
運
転
免
許
以
外
の
運
転
免
許
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
沖

百
五
号
）
に
規
定
す
る
仮
運
転
免
許
以
外
の
運
転
免
許
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
沖

縄
の
行
政
庁
の
運
転
免
許
を
受
け
た
日
以
後
の
運
転
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ

縄
の
行
政
庁
の
運
転
免
許
を
受
け
た
日
以
後
の
運
転
の
経
験
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
（
道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
四
条
第
六
項

。
）
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
（
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政

又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
経
験
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
二
年
以
上
、
同
条
第
七

令
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
四
条
第
三
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

項
又
は
第
十
項
に
規
定
す
る
教
習
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
一
年
以
上
）
で
あ

該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
二
年
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）


